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■ 従業員代表との意見交換

役員・職場代表との懇談会開催回数

実績　6 回2017年度 目標 年 6 回以上 ⇒

当社は、「従業員代表制」を採っており、年2回、全社職場代
表協議会を開催し、社長、本部（部門）長、事業場（所）長と各
部署の職場代表が参加して、経営情報などの開示を行うとと
もに職場代表との意見交換を継続して実施しています。労使
間の問題解決は、個別の労使協議や四半期に1回開催する事
業場（所）職場代表協議会の場でも行っています。

CSRの推進とCSR教育の充実

■ 当社のCSR推進体制
当社では、法令遵守と企業倫理の徹底は経営の基本であ

るとの認識のもと、東レエンジニアリング（株）の全社委員
会である「倫理委員会」、「CSR・法令遵守委員会」に社長がオ
ブザーバとして参加するほか、当社独自に全社委員会の一
つとして「倫理委員会」を設置し、その下部委員会として「中
央・人権安全衛生委員会」、「輸出管理委員会」および「製品
安全・品質保証委員会」を設けています。（P.8図3参照）

企業統治と経営の透明性

企業が果たすべき社会的な責任の一環として、経営システ
ムや制度を常に見直し、内部統制の強化、適時適切な情報開
示に努めます。

CSRロードマップ目標
❶ 経営の透明性を強化し、ステークホルダーの意見を経営に

反映させつつ、説明責任を果たします
●❷ 情報開示に関する原則を定め、経営の透明性確保に努め

ます
●❸ CSRマネジメントシステムを整備し、CSR教育の拡大などを

通じてCSR活動を活性化します

マネジメント

東レグループは、草創期より「会社は社会に貢献することに
存在意義がある」という思想を経営の基軸に置き、経営理念
という形でこの思想を受け継いでいます。

東レグループの経営理念は、「企業理念」「経営基本方針」
「企業行動指針」として体系化されており、「経営基本方針」に
「誠実で信頼に応える経営」を行うことを明記し、「企業行動指

針」の中で「高い倫理観と強い責任感をもって公正に行動し
経営の透明性を維持して社会の信頼と期待に応える」ことを
定めています。

東レグループは、ガバナンス体制の構築にあたり、こうした
理念を具現化していくことを基本的な考え方としています。

■ 経営体制
当社の取締役会は取締役10人で構成しています。なお、

より幅広い視点から外部の意見を経営に反映させることを目
的に、うち3人を非常勤取締役として、出資者である東レエン
ジニアリング（株）（2人）、東洋電機（株）（1人）より選任してい
ます。

また、当社は非公開会社であり、監査役は1人（非常勤、親
会社の東レエンジニアリング（株））で、監査の範囲を会計に

限定することを定めています。
効率的なガバナンスのため、意思決定の規程として「トッ

プ・マネジメント決定権限規程」を定め、取締役会、社長、本
部長・部門長、事業部長などに留保される権限事項を規定し、
適宜必要な見直しを行っているほか、重要経営テーマごとに
設けた全社委員会（P.6組織図参照）により経営執行を補完し
ています。

■ 業務の適切性と透明性の確保
当社は、業務を適切に進めるため「内部統制システムに関

する基本方針」に基づき、法令遵守、効率的な職務執行、情
報の保存・管理などに万全を期しています。

本年度は、東レエンジニアリング（株）の業務監査の一環
として、同社監査室の監査を受け、指摘を受けた事項など
に関して改善策を立案、実行に移しています。

■ CSRに関する社内教育

CSR全社教育の実施（完/未完）

実績　完 （実施）2017年度 目標 完 ⇒

一人ひとりにCSRに対する意識を強く持ってもらうため
『CSRレポート2017』を全従業員に配付し、熟読のうえアン
ケートの提出を求めました。

■ CSRセミナー開催
2017年12月22日 東レ（株）CSR推進室の奥田、村上両氏

に講師をお願いし、第2回CSRセミナーを開催しました。同年
1月開催の第1回セミナーでは、「CSRとは何か」という基礎編
から学習しましたが、今回は近年の動向、東レグループの
CSR、社会貢献活動、リスクマネジメントなど、より具体的か
つ幅広い内容を学習しました。「企業は社会の公器」であり地
球温暖化や人権に対する責任を有することや、2015年に国
連サミットで採択されたSDGs※などについても説明があり、
参加者全員（97人）が理解を深めました。

また、講師から、不祥事は企業の存亡を左右しかねず、「正
しいことを正しくやる、強い心」という東レ（株）日覺社長の思
いを全員が共有し、不正は決して起こさないよう教示があり
ました。

本セミナーは今後も定期的に開催し、当社の役員および全
従業員が日常的にCSRを意識して行動できるよう社内啓発に
努めていきます。
※SDGs : Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）

■ 不正を許さない職場づくりへの取り組み
不正が起こりやすい職場環境の要因としては「過度のプ

レッシャー」「相談できない雰囲気」「同僚への無関心」があり
ます。また、不正を起こしやすくする3要素としては「動機」「機

VOICE
当社はCSR推進を最優先に掲げ、

経営理念実現のためCSR・法令遵守
の取り組みを全社一丸となって進め
てきました。これにより、社員の意識
も定着してきていると感じています。

遺憾ながら昨年の東レグループ
会社における不正発覚の報道では
世間に猜疑心を抱かせる形となって
しまいましたが、「東レ＝信頼」のブ
ランド力を取り戻すためには正しい
ことを繰り返すしかありません。

「風通しのいい職場」、「透明性のある経営」といった言葉を
良く耳にされると思いますが、個人の認識だけではなく組織
としてお互いの気づきや牽制が働くからこそ正しいことを繰
り返すことが出来ます。そのためにコミュニケーションが重
要となります。

新中期経営課題も１年が経過しましたが、何故最優先課題
として「CSRを基本とした企業経営」を提唱しているかを考
え、一人ひとりが東レグループの主役であることを忘れない
で欲しいと思います。

VOICE
　従業員代表として 
　働き方改革を推進

各部門から選出された職場代表
を統括する立場である「従業員代表」
に今年度選ばれました。会社側に意
見や質問をできる機会として、職場
代表協議会が設けられています。

「働き方改革」が社会的な課題となっ
ている中、当社では残業・休日出勤
時間、年間の総労働時間のフォロー

や時短勤務者の勤務時間の実態調査なども職場代表協議
会で行っています。

職場代表協議会で得た情報は、各職場の従業員と共有し、
全社員が会社への理解を深められるようにするとともに、各
職場の意見を協議会で述べることで、労使の橋渡し役を担
いたいと思います。

全社員が充実感を感じながら働き、また地域の活動に参
加したり、自己啓発や子育て・介護の時間を持てたりと豊か
な個人生活が送れるよう、これからも各職場代表と共に努力
していきます。

非常勤取締役
東レエンジニアリング（株） 
産機事業部　 
産エネ技術部長

藤
ふじた

田 和
かずひこ

彦 氏

従業員代表
TPM推進室兼 
CSR・経営企画室

小
こばやし

林  香
かおり

社会から信頼され期待される企業であるために、公正で効率的な 
ガバナンス体制を整備し、誠実な企業姿勢を追求し続けるとともに、 
経営トップ主導のもと、全社を挙げてさまざまな活動を実施し、 
社員一人ひとりの企業倫理・法令遵守の意識高揚を図っています。 
また、リスクをコントロールしつつ成長機会を確実に捉えていきます。

CSRセミナー
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題への対応強化を図るため、必要な実務能力の水準を認定す
る「安全保障輸出管理実務能力認定試験」（（一財）安全保障貿
易情報センター主催）の受験を推進しています。

また、経済産業省や東レ（株）・東レエンジニアリング（株）が
主催する安全保障貿易管理説明会に積極的に参加し、最新
情報の収集に努めるとともに、輸出業務に係る関係者全員を
対象に当社独自の説明会を開催しています。

■ リスク対策の実施
安全保障貿易管理への取り組みとして、「国際社会の平和

および安全の維持」を目的とした輸出管理を適切に実施する
ため、あらゆる製品、機器・資材、サンプルの輸出、技術の外
国への提供などを対象として該非判定を実施しています。特
に炭素繊維およびその複合材料、半導体用コーティング剤、
水処理膜など、輸出の際に経済産業大臣の許可を必要とする
リスト規制品目については、厳格な管理を行っています。

社長が委員長を務める輸出管理委員会を定期的に開催し
安全保障貿易管理強化に努めるとともに、毎年の社内監査お
よび親会社の東レエンジニアリング（株）法務審査部門による
監査を通じて、自主管理レベルの維持向上を図り、リスク管
理強化に取り組んでいます。

■ 輸出管理内部監査の実施
東レエンジニアリング（株） 法務審査部門 輸出管理室によ

り、当社の内部監査が行われました。法令違反などの重要な
問題はありませんでしたが、該非判定申請内容や帳票類の一
部不備についての指摘があり、社内で「内部監査結果報告会」
を開き、改善内容の周知徹底を図りました。

■ 企業倫理・法令遵守推進体制　（P.8図3参照）

当社は、全社委員会として社長を委員長とする「倫理委員
会」を設置し、別に定める倫理規程※の内容・疑義の審議およ
び全社危機管理を統括する体制とし、労使一体となって取り
組みを推進しています。
※倫理規程: 当社が健全かつ社会的に責任のある企業活動を遂行するために、当社のすべて

の役員・理事および社員全員が遵守すべき倫理基準について定めたもの

法令違反の防止

重大な法令・通達違反件数

実績　0 件2017年度 目標 0 件 ⇒

■ 2017年度の違反報告
重大な法令違反はありませんでした。

■ 一人ひとりが企業倫理・法令遵守を尊重する 
　企業風土の醸成
● 企業倫理・法令遵守行動規範
「企業倫理・法令遵守行動規範」は、東レグループのすべて
の役員・社員が遵守すべき行動基準です。違反行為は、賞罰
委員会への諮問を経て厳正に処分されます。この行動規範
やヘルプラインなどを「企業倫理・法令遵守ハンドブック」とし
てまとめ、東レ（株）と国内関係会社のすべての役員・社員（嘱
託、パート、派遣を含む）に周知徹底しています。

当社では、この行動規範と詳細な留意事項などをまとめた
東レエンジニアリンググループの「企業倫理の遵守のために」
をすべての役員・社員（嘱託、パート、派遣を含む）に配付し、
周知徹底を図っています。

■ 企業倫理・法令遵守教育の取り組み

企業倫理・法令遵守ｅラーニングの実施（完/未完）

実績　完2017年度 目標 完 ⇒

重要法令の情報発信・教育の実施回数

実績　16 回2017年度 目標 4 回以上 ⇒

2012年度から、東レエンジニアリンググループとしての取
り組みのなかで、当社の全社員（嘱託、パート、派遣を含む）を
対象に「企業倫理・法令遵守eラーニング」を実施しています。

会・環境」「正当化」があると言われています。
自分たちの周りに起こりうるかもしれない「不正」の芽を早

期に見つけること、不正をさせないコミュニケーションなど、
明るく風通しがよく、かつ厳しさのある職場風土づくりに取り
組んでいます。

企業倫理と法令遵守

社会からの信頼を獲得すべく、すべての役員と社員が常に
公正さと高い倫理観、責任感を持ち、法令遵守の意識に基づ
いた行動を徹底しています。

CSRロードマップ目標
❶ 重大な法令・通達違反の件数ゼロを達成します
●❷ 各国・地域の事情に合わせたコンプライアンス活動を推進 

します
●❸ 企業倫理・法令遵守に関する啓発・教育活動を強化します

マネジメント

東レグループは、企業経営には法令や社会規範を遵守する
ことが不可欠であると認識しており、企業倫理・法令遵守に経
営トップ自らが明確な姿勢を示し、その主導のもとグループ
全社を挙げて取り組んでいます。

■ 内部通報制度の整備と運用
企業倫理・法令遵守に反する行為は、まず上司に相談する

こととしており、自浄機能を重視しています。それが難しい場
合の通報・相談ルート（図4参照）として、各部署ならびに職場
代表に通報・相談窓口を設置しているほか、企業倫理DBによ
る通報・相談受付、さらに各事業場（所）に自由に投函できる
投書箱を設置しています。また、東レグループの内部通報制
度「企業倫理・法令遵守ヘルプライン」への当社従業員などか
らの通報も可能となるようにしています。

これらの運用にあたっては、受付窓口担当者に対し通報・
相談受付時の対応指針を徹底し、通報・相談者の秘密厳守な
ど適切な対応を行っています。また、通報・相談した社員に対
する不利益な取り扱いの禁止や、不正の利益を得る目的での
通報に対して懲戒処分を行うことを就業規則にも明記してい
ます。

2017年度は、内部通報制度の利用者はありませんでした。

安全保障貿易管理の徹底

■ 教育の徹底
安全保障貿易管理を確実に遂行するには、社内教育によっ

て、社員が必要な知識と管理手順を習得し、手順にのっとり
対応することが不可欠です。

当社では、社員の実務能力のレベルアップ、改善すべき課

社内説明会

VOICE
私は、東レエンジニアリング（株）

の監査室長として関西ティーイーケィ
（株）の業務監査を担当しています。

業務監査は決して結果責任を追
及するものではありません。私は、
業務監査を通じて、①不正ができる
内部統制上の問題を発見し、②当
事者によるあるべき姿を目標とした
改善計画の策定をサポートし、③実

行状況のフォローアップを通じて問題の実質的改善を実現
することを目指しています。大切な事は、形式的ではなく本
質的な改善、正しい知識の周知や風通しの良い人間関係の
維持と考えており、実現に向け、全員参加でプラス思考によ
る前向きな活動の継続をお願いします。

不正はどんな理由があっても許されません。この意識の
浸透とともに、各職場で自部署に潜む不正の要素とこれを取
り除くための具体的方策について、本音の話し合いの継続
をお願いします。自分の気持ちとして「やましさ」を覚えず、
家族に知られても心安くいられる行動を心がけて下さい。

東レエンジニアリング（株） 
監査室長

伊
いとう

藤  薫
かおる

 氏

図4 企業倫理・法令遵守の通報・相談ルート

東レ
報告

報告

報告

通報・相談 事実確認・フィードバック

報告・支援要請

調査・
是正指導

受付窓口（企業倫理・ハラスメント）

役員
倫理委員会

通報（相談）者

調査担当
部署（者）

事実関係
部署（者）

東レ各工場
労務課

東レエンジニアリング
法務審査部門
または総務部

東レエンジニアリング
法務審査部門

必要により
報告・支援
要請

報告

VOICE
　最新情報に気を配り 
　安全保障貿易管理を徹底

当社において海外取引は、事業展
開上重要な位置を占めており、該非
判定や顧客審査を厳格に行い、安全
保障貿易管理を徹底することの重
要性を感じています。セミナーや勉
強会に積極的に参加し、実務能力向
上に努めるとともに事業部内での情

報共有化を図り、全体のレベルアップに取り組んでいます。
安全保障貿易管理上の小さなミスが企業の信用を失墜さ

せ、重大な事態を招く恐れがあります。「今まで大丈夫だった
から、これからも大丈夫」と考えるのではなく、常に最新の情
報に気を配り、安全保障貿易管理に努めていきます。

愛媛施設事業部　 
営業課長

西
にしざき

崎  政
まさき

喜
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平常時におけるリスク管理はラインでの実施を基本とし、
倫理委員会がこれを統括する体制としています。倫理委員会
は、平常時のリスク管理状況について、適切な指導を行うと
ともに、必要により全社的な施策ならびに教育・研修などにつ
いて企画・立案します。

各部署は、潜在するリスクについて、計画的にリスクの低
減、未然防止、早期発見ならびに危機発生時の対応訓練など
に努めます。また、倫理委員会の方針・指示に従ってリスク管
理を実施し、必要な場合、倫理委員会に提案・報告します。

■ 情報漏洩リスク対策

情報セキュリティ関連インシデント発生件数

実績　0 件2017年度 目標 4 件以下 ⇒

● 情報管理の基本方針
当社は、お客様ならびにお取引先の情報をはじめとして、

保護すべき情報を適正に管理するため、「情報管理基本方針」
を定めています。当社役員（取締役・監査役）および正社員の
みならず、当社内において当社の監督管理を受けて業務に従
事しているすべての者（嘱託・パート社員・派遣社員など）は、
関連する法令および社内規定を遵守し、情報管理に関する意
識を高めて当社が保有する情報を適正に取り扱っています。

● 電子情報セキュリティ対策
当社は、情報セキュリティ対策として基本ルールを定めた

「東レグループ電子情報セキュリティガイドライン」（2003年
9月発行）および具体的な対策内容を盛り込んだ「東レグルー
プ電子情報セキュリティ対策指針」に基づき、すべてのステー
クホルダーに関する情報の漏洩防止に積極的に取り組んで
います。

最近ランサムウェアによる被害が報道されており、企業の
事業継続性に大きな影響を与えることも懸念されることか
ら、従業員全員に注意を促すため、標的型攻撃メール対策訓
練を実施しています。2017年度はランサムウェアによる被
害は発生していません。

独占禁止法および海外贈賄規制の遵守

当社は、各国の独占禁止法の遵守徹底を図るために、東レ
（株）にて作成の「独占禁止法遵守プログラム（2011年9月作

成）」「独占禁止法レッドカード（2011年9月作成）」に基づき、
周知徹底を図っています。

また、各国の贈賄規制の遵守徹底を図るために、「海外贈
賄規制に関する自主基準」を制定（2014年12月）・運用して
います。

個人情報保護

個人情報とは、個人を特定し識別できる手掛かりとなる
情報のことで、配慮無く公開すべきでないプライバシーに
あたります。近年では、個人情報がパソコンなどによりデジ
タルデータとして管理されることが増えたことに伴い、それら
のインターネットを介した漏洩リスクが高まっています。
『個人情報保護法』は、2005年4月に全面施行されました

が、その後今日までの間、情報技術の発展により、制定当時
には想定されていなかった問題が顕在化するようになってき
たことから、個人情報の保護を図りつつ、パーソナルデータの
利活用を促進することにより新産業･新サービスの創出と
我々の安心･安全の向上を実現するために2017年5月に改
正されました。

当社では、お客様や社員などの個人情報を安全に管理
し、適切に取り扱うため「個人情報管理規程」を定め運用し
ています（2016年2月「マイナンバー制度」への対応を織り込
み改定）。

リスクマネジメント

当社は、情報セキュリティを含む全社リスクの管理体制を
強化しています。また、不測の事態が発生した際にも迅速な
対応と的確な情報開示が可能なシステムを構築しています。

CSRロードマップ目標
●❶ 全社リスクマネジメント活動を強化し、リスクを確実に低減

させます
●❷ 大規模地震、新型インフルエンザに対するBCP※を整備し、

適切に運用します
●❸ 情報セキュリティ対策を徹底し、インシデント件数を減少さ

せます
※BCP：Business Continuity Plan（事業継続計画）の略

マネジメント

東レグループは、リスクマネジメントを企業経営の根幹と
して捉え、定期的に経営活動に潜在するリスクを特定し、リス
クの低減と発生の未然防止に努めています。

当社においても、重大な危機が発生した時の、被害拡大防
止と早期復旧のための全社危機即応体制（図5）について「危
機管理規程」（2011年8月改訂）に定めています。

リスクマネジメントの体制と取り組み状況

全社リスクマネジメントの体制設置（完/未完）

実績　完2017年度 目標 完 ⇒

■ リスクマネジメントの体制
東レグループでは全体的なリスク評価を行い、経営に及ぼ

しうる影響の大きさに応じて優先的に対応すべきリスクを特
定し、その低減に向けてPDCAサイクルをまわしています。

当社では東レ（株）の全社リスクマネジメントを水平展開す
る形で、当社の規模に応じた体制を整備し、リスクの洗い出し
を行い、優先対応リスクを特定し（P.21参照）、リスク低減活動
を実行しています。
「危機管理規程」で、平常時におけるリスク管理体制と重大
な危機が発生した場合の全社対応の基本原則を明確に定め
ており、危機発生時に備えています。また適宜、同規程の見直
しを行い、社会環境の変化により発現する新たなリスクにも
対応していきます。

図5 全社危機即応体制
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事業継続計画（BCP）の取り組み

BCP緊急対応計画策定（完/未完）

実績　完2017年度 目標 完 ⇒

防災訓練・安否確認訓練実施回数

実績　2 回2017年度 目標 年 2 回以上 ⇒

■ 大規模地震への対応
当社では、従来から大規模地震を重要リスクのひとつとし

て位置付け、全社員に連絡・避難方法、緊急時対応などポイ
ントを記載した「激甚災害時の初期行動（カード）」を配付し、
常時携帯を義務付けています。また、安否確認システムを
2014年11月に導入し、定期的に訓練を実施しています。

さらに、大規模地震発生時の対応要領に関する事業継続
計画を策定し、運用を開始しています。

■ 技術情報の事業継続(BCP)対策
当社は事業継続計画(BCP)の主要対策のひとつとして、技

術情報（設計CADデータ）のバックアップシステム構築に取り
組んできました。

滋賀・愛媛・福井・石川・富山に散在するCADデータ（計約1
テラバイト）を東レ（株）の仮想サーバに毎日格納する統合バッ
クアップシステムが完成し、現在順調に稼働しています。これ
により不測の事態発生時も、お客様対応を迅速に行うことが
可能となりました。

■ 新型インフルエンザへの対応
新型インフルエンザ対策については、強毒性および弱毒性

に対応した「東レグループ新型インフルエンザ対策計画」が
2015年6月に改定されました。

当社の各事業場（所）は、東レ（株）の事業場・工場内または
隣接地にあり、基本的には同社事業場・工場の対策計画に沿っ
た対応となりますが、国内で人から人への感染が発生した場
合の危機管理体制や感染防止対策など、当社として必要な
対策計画を策定し、「関西ティーイーケィ（株）新型インフルエ
ンザ対策計画（新型インフルBCP）」として運用を開始してい
ます。
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2017年度 優先対応リスク　＜重点課題計画＞

優先対応 
リスク名

推進 
責任部署 本年度活動計画（リスク低減策） 実施 

予定時期 評価

環境事故・ 
労働災害リスク 安全管理部

●❶ 環境事故発生リスクの低減
・PCB（ポリ塩化ビフェニル）特措法、フロン排出抑制法への対応

❷ 労働災害発生リスクの低減
（1） 外部工事現場の安全監査の実施
（2） 協力会社と一体となった安全管理の実施
（3） リスクアセスメントの強化

通年

6件/年
通年
通年

○

△
○
○

労務・人権問題に 
関するリスク 総務部

❶ ハラスメントを含む人権啓発・研修活動の活発化
（1） 毎月の人権・安全衛生委員会で、人権にかかわる啓発資料を発信
（2） 新入社員向、管理職昇格時 啓発研修を実施

❷ 企業倫理・法令遵守ヘルプライン投稿、企業倫理データベースの再PR
・理解度テストの実施

❸ 人権研修の実施

毎月
4月、9月

4月
2月

○
○

○
○

製品安全・品質保証 
リスク 品質保証部

❶ 製造各段階での製品安全・品質保証リスクの回避
（1） ISO9001品質マネジメントシステム業務フローの確実な履行
（2） キックオフミーティング・デザインレビューの確実な実施と、 

設計・製作工程でのチェック強化
❷ ゼロトラブル・ゼロクレーム活動の改善と定着
（1） 見積時のリスクの顕在化とその対応策の実行
（2） 中経課題APS「ゲート機能の強化」によるトラブル・クレームの撲滅
（3） 情報共有化・見える化の改善と定着

❸ 製品安全事故の撲滅
（1） 全社の製品安全・品証保証委員会に加え、エンジニアリング事業本部での 

品質会議にて主旨の徹底
（2） 製品安全性審査会および社内手続きの確実な実施

❹ 安全・環境規則・基準遵守の徹底
（1） 厚労省通達[機械安全に係る教育]に基づき、 

設計技術者（生産技術管理者）教育を計画に沿って実施
（2） 東レエンジニアリンググループと一体となった化学物質規制情報の共有化と 

対応の統一的推進

通年
通年 

通年
通年
通年

通年 
 
適時

通年 

適時

△
○ 

○
△
○

○ 

○

○ 

○

情報管理リスク 総務部 
（システム）

❶ 情報機器の現物確認、持出許可パソコンの設定確認の定期実施
❷ ｅラーニングなどでの電子情報セキュリティ教育の定期実施
❸ 技術データのBCP対策実施

2回/年
2回/年
4月、9月

○
○
○

地震による 
事業継続リスク

安全管理部
総務部

❶ 各事業場（所）の防災訓練強化と実施（2回/年）、フォロー
❷ 各事業場（所）の安否確認の強化を図る訓練（2回/年）、フォロー
・セコム安否確認システムの運用フォロー

❸ 各事業場（所）間の緊急連絡訓練（2回/年）、フォロー

7〜3月

適時
7〜3月

○

○
○

新型インフルエンザ 
リスク

安全管理部
総務部

❶ 新型インフルBCPの運用
❷ 感染防止実施マニュアルの運用

6月〜
6月〜

○
○

CSR調達リスク 調達部
❶ 新規取引先のCSR取り組み状況の調査継続
・お取引先の当社CSRアンケートへの対応 通年 ○

法令遵守に関する 
リスク

ＣＳＲ・ 
経営企画室
品質保証部

❶ 自社取組状況の確認と基本事項の周知徹底
（1） 全社委員会での自社状況確認と最新情報発信
  製品安全・品質保証委員会開催
  倫理委員会開催
  輸出管理委員会開催
（2） 必要に応じた情報の発信

❷ 監査の実施
・外為法遵守の徹底

❸ 教育の実施
・輸出管理に関する教育（全社）

❹ CSRセミナーの開催

3月
8月
3月
適時

適時

適時
12月

○
○
○
○

○

○
○

評価：○ 目標達成　　△ 目標に対し50%以上達成　　× 目標に対し50%未満の達成
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